
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

一

六

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
一
六
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
私
的
録
音
録
画
小
委
員
会
中
間
整
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
私
的
録
音
録
画
小
委
員
会
中
間
整
理
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
表
現
は
、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
私
的
録
音
録
画
小
委
員
会
（
以
下
「
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
違
法
録
音
録
画
物
、
違
法
サ
イ
ト
か
ら
の
私
的
録
音
録
画
に
つ
い
て
、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
私
的
使
用
目
的
の
複
製
に
関
す
る
複
製
権
の
制
限
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
す
る
意
見
を
述
べ
た
委
員
が
多
く
、
最
終
的
に
は
こ
れ
に
反
対
す
る
意
見
を
述
べ
た
委
員
が
一
名
で
あ
っ
た
こ
と
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

文
化
庁
と
し
て
は
、
小
委
員
会
が
と
り
ま
と
め
た
中
間
整
理
（
以
下
「
中
間
整
理
」
と
い
う
。
）
は
、
私
的
録
音
録
画
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
一
定
の
結
論
を
記
述
し
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
小
委
員
会
に
お
け
る
議
論

を
整
理
し
た
う
え
で
、
今
後
も
継
続
し
て
検
討
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
審
議
会

著
作
権
分
科
会
運
営
規
則
（
平
成
十
八
年
三
月
一
日
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
決
定
）
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
議

一



決
は
必
要
な
い
も
の
と
小
委
員
会
の
主
査
に
お
い
て
判
断
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

中
間
整
理
で
は
、
仮
に
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
大
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
利
用

者
保
護
の
観
点
か
ら
、
拡
大
す
る
適
用
除
外
の
対
象
を
違
法
サ
イ
ト
と
承
知
の
上
で
の
録
音
録
画
や
明
ら
か
な
違
法
録
音
録

画
物
か
ら
の
録
音
録
画
に
限
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
録
音
録
画
に
対
し
て
罰
則
を
適
用
し
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
法
律
上

の
手
当
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
御
指
摘
の
反
対
意
見
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

仮
に
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
大
し
た
場
合
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
振
り
込
め
詐
欺
、

ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
詐
欺
、
恐
喝
行
為
等
の
被
害
が
拡
大
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
客
観
的
な
資
料
は
な
く
、
お
尋

ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
仮
に
同
項
の

規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
大
す
る
場
合
に
は
、
当
該
制
度
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
広
く
国
民
へ
の
周
知
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

二



仮
に
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
大
し
た
場
合
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
案
が

我
が
国
で
も
発
生
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
損
害
賠
償
制
度
の
在
り
方
が
異
な
っ
て
い

る
こ
と
等
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
仮
に
同
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範

囲
を
拡
大
す
る
場
合
で
も
、
著
作
隣
接
権
者
等
が
不
当
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

中
間
整
理
で
は
、
仮
に
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
拡
大
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
利
用

者
保
護
の
観
点
か
ら
、
拡
大
す
る
適
用
除
外
の
対
象
を
違
法
サ
イ
ト
と
承
知
の
上
で
の
録
音
録
画
や
明
ら
か
な
違
法
録
音
録

画
物
か
ら
の
録
音
録
画
に
限
定
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
法
律
上
の
手
当
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
上
で
、
「
適
法

サ
イ
ト
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
運
用
上
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。文

化
庁
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
中
間
整
理
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
同
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
拡
大
に
つ
い
て
検
討

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
過
度
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
し
て
ま
い
り
た
い
と

三



考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
務
局
の
発
言
は
、
「
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
」
と
い
う
特
定
の
サ
イ
ト
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
動
画
等
の
視
聴

の
た
め
の
技
術
的
方
式
を
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
事
務
局
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
構
造
に
関
し
て
不
十
分
な
知
識
を
前
提
に
小
委
員
会
で
議
論
を
進
め
て
来
た
」
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
平
成
十
八
年
一
月
の
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
報
告
書
に
は
、
デ
ー
タ
の
伝
送
過
程
で
行
わ
れ
る
「
キ
ャ
ッ
シ

ュ
」
等
に
つ
い
て
は
、
仮
に
著
作
権
が
及
ぶ
と
し
て
も
権
利
を
及
ぼ
さ
な
い
方
向
で
制
度
改
正
を
検
討
す
べ
き
と
の
指
摘
が

あ
り
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
著
作
権
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
除
外
の
範
囲
拡
大
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
平
成
二
十
年
度
知
的
財
産
関
連
予
算
の
概
算
要
求
等
の
概
要
」
（
平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
知
的
財
産
戦
略

推
進
事
務
局
）
に
お
い
て
は
、
現
在
、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
で
、
私
的
録
音
録
画
補
償
金
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る

検
討
の
ほ
か
、
障
害
者
の
た
め
の
複
製
に
係
る
権
利
制
限
規
定
の
範
囲
の
拡
大
そ
の
他
著
作
権
法
に
関
す
る
諸
課
題
に
つ
い

四



て
審
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
検
討
中
の
法
案
」
と
し
て
「
著
作
権
法
の
一
部
改
正
（
私
的
録
音
録
画
補
償
金
制

度
見
直
し
等
）
」
と
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
段
階
で
、
著
作
権
法
の
改
正
の
要
否
や
改
正
内
容
が
定
ま
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。
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